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高 知 県 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。

令 和 ５ 年 12月 12日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 115号

高 知 県 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 （ 昭 和 48年 高 知 県 規 則 第 37号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 中 「 第 10条 」 を 「 第 10条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 ９ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 営 業 許 可 証 の 書 換 え 交 付 ）

第 ９ 条 の ２ 法 第 56条 第 ２ 項 又 は 省 令 第 71条 の 規 定 に よ る 届 出 を

し た 者 は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 営 業 許 可 証 の 書 換 え

交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。

第 10条 中 「 受 け る 」 を 「 申 請 す る 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の た だ し

書 を 加 え る 。

た だ し 、 営 業 許 可 証 を 毀 損 し た と き は 、 そ の 毀 損 し た 営 業 許

可 証 を 添 え な け れ ば な ら な い 。

第 10条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 営 業 許 可 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 、 紛 失

し た 営 業 許 可 証 を 発 見 し た と き は 、 速 や か に こ れ を 当 該 営 業 許

可 証 を 交 付 し た 保 健 所 長 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。

第 11条 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 12条 の 見 出 し 中 「 相 続 」 を 「 営 業 の 譲 渡 、 相 続 」 に 改 め 、 同

条 第 １ 項 中 「 省 令 」 を 「 省 令 第 67条 の ２ 第 １ 項 、 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 12月 13日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 高 知 県 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


